
☆
コ
ロ
ナ
禍
で
も
目
を
離
さ
な
い

ー

沖
縄
と
ミ
ャ
ン
マ
ー

ー

・
三
月
末
の
緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
第
４
波
が
大
阪
や
東
京

な
ど
を
直
撃
し
、
い
ま
国
民
の
眼
は
こ
の
事
態
に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
ま
す

・
確
か
に
そ
の
渦
中
に
あ
る
地
域
の
人
々
や
親
戚
の
方
々
は
、
深
刻
な
不
安
の
中
に
日
々
を
送

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
渦
中
に
な
い
人
た
ち
は
、
そ
の
事
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
て
い

い
の
で
し
ょ
う
か

４
・
２
８
沖
縄
屈
辱
の
日
が
や
っ
て
く
る

◆
今
月
４
月
２
８
日
、
ま
た
沖
縄
屈
辱
の
日
が
巡
っ
て
き
ま
す
。
１
９
５
２
年
の
こ
の
日
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
に
よ
り
日
本
本
土
は
独
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
、

沖
縄
・
奄
美
は
分
離
さ
れ
、
こ
の
地
域
は
米
軍
統
治
の
下
で
１
９
７
２
年
５
月
の
本
土
復
帰

ま
で
屈
辱
の
日
々
が
続
く
の
で
す
。

◆
１
９
４
７
年
、
本
土
に
は
非
戦
平
和
憲
法
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

沖
縄
に
軍
事
基
地
を
集
中
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
土
復
帰
後
も
僅
か

０
・
６
％
の
面
積
の
沖
縄
県
に
７
０
％
も
の
米
軍
事
基
地
が
集
中
し
て
い
る
の
で
す
。

◆
そ
し
て
さ
ら
に
い
ま
、
辺
野
古
に
新
し
く
米
軍
基
地
を
作
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
こ
れ
か

ら
は
沖
縄
戦
の
犠
牲
者
の
遺
骨
が
混
じ
っ
て
い
る
土
を
埋
め
立
て
に
使
う
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
を
不
条
理
と
言
わ
ず
な
ん
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

ミ
ャ
ン
マ
ー

軍
事
政
権
の
市
民
殺
害

◆
一
方
、
ア
ジ
ア
に
目
を
転
ず
る
と
、
２
月
に
起
こ
っ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
不
法
な
ク
ー
デ
タ
ー

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
政
権
の
軍
隊
は
、
非
暴
力
・
不
服
従
で
抗
議
す
る
丸
腰
の
市
民
を
無
差

別
に
銃
殺
し
て
い
ま
す
。

◆
日
本
で
は
、
在
日
ミ
ャ
ン
マ
ー
大
使
館
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
書
記
官
二
人
が
不
服
従
行
動
に
入

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
軍
事
政
権
は
新
た
に
交
代
の
書
記
官
２
名
を
赴
任
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
日
本
政
府
は
こ
の
２
名
の
入
国
ビ
ザ
を
出
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、
日
本
に
と
っ
て
友
好
国
で
あ
り
年
間
約
２
千
億
円
の

O
D
A
（
政
府
に
よ

る
援
助
・
協
力
）
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
金
は
い
ま
、
軍
事
政
権
に
よ
っ
て
市
民

を
殺
害
す
る
お
金
に
回
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
時
送
金
を
中
止
す
べ
き
で
す
。

解
決
の
処
方
箋
は
平
和
憲
法
の
中
に
あ
る

◆
こ
の
例
に
見
る
不
条
理
に
対
す
る
解
決
の
処
方
箋
は
現
在
の
平
和
憲
法
の
中
に
あ
り
ま
す
。

武
力
に
よ
ら
な
い
国
作
り
、
権
力
を
持
た
な
い
国
民
を
守
る
国
作
り
こ
そ
、
憲
法
が
教
え
る

世
界
に
誇
れ
る
国
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
二
一
年
四
月
十
一
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
６
５
０
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

u 軍事費を削って貧困対策と平和のために！◆

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法
前
文
よ
り

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則

に
従
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
た
う
と
す
る
各
国

の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

憲
法
第
九
条

〔
戦
争
の
放
棄
〕

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の

発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


